
訪問介護等と訪問型サービスＡの一体的な運営の取扱いについて 

１ サービス提供責任者の配置 

一体的な運営（場所・命令系統・営業日・営業時間等） 

一体的                  一体的ではない（場所・命令系統等が異なる） 

【訪問介護等】                       【訪問型サービスＡ】         

 

 

 

  

                  サ責完全一致              

                  【Ｘ】 40：1        

   

 

               サ責が別配置（完全別配置）   

 

       【Ｙ】40：1                  【Ｚ】50：1 

 

 

 

 

 

 

※ 訪問介護等（訪問介護・予防訪問介護相当） 

２ サービス提供責任者の必要人数等の計算方法  【例】 

●訪問介護・予防訪問介護相当の前３ヶ月の月平均利用者数    30人     

●訪問型サービス Aの前３ヶ月の月平均利用者数            15人  

●常勤者の週の勤務時間                                  40時間  の場合   

（１）サ責が完全一致で計算する場合【Ｘ】 

 【訪問介護・予防訪問介護相当】【訪問型サービス A】  40：1 

・（30人＋15人）÷40（40人毎に 1人）＝ 1.125  ⇒  常勤のサ責 1人 ― ① 

                                      ※ 非常勤のサ責 1人― ② 

 結 果 ⇒ 合わせて、①・②以上が必要となる 
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Ａ氏・Ｂ氏・Ｃ氏 
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訪問介護員（資格あり） 

Ｄ氏・Ｅ氏・Ｆ氏・Ｇ氏・Ｈ氏・Ｉ氏 

訪問介護員（研修修了者（資格なし）） 

Ｊ氏・Ｋ氏 

管理者 

Ｚ氏 



           

（２）サ責が別配置（完全別配置）で計算する場合 

 

【訪問介護】 【Ｙ】  40：1 

 ・ 30人÷40（40人毎に 1人）＝0.75  ⇒   常勤のサ責 1人― ③ 

                         

   【訪問型サービス A】 【Ｚ】  50：1 

 ・ 15人÷50（50人毎に 1人）＝0.3 （少数第１位に切り上げた数） 

    → 40（常勤者の週の勤務時間）×0.3＝12時間 （週の必要時間数） ― ④ 

 結 果 ⇒ ③・ ④以上がそれぞれ必要となる 

※ 非常勤のサービス提供責任者について 

・訪問介護事業所のサービス提供責任者の員数は、利用者の数が 40人を超える事業所においては、常勤換算方法によること

ができるとされており、常勤換算方法による場合、一部のサービス提供責任者については非常勤職員（常勤職員の１／２以

上の勤務時間を有する者に限る）をサービス提供責任者にあてることが認められている。 

但し、サービス提供責任者が 1 名しかいない訪問介護事業所では、常勤のサービス提供責任者が最低 1 名は必要なため、

非常勤・非常勤の組み合わせは不可 

 

 

３ 訪問介護員の配置 

・ 常勤換算方法で 2.5人以上必要とされる訪問介護員の配置基準については、訪問介護等と訪問型サービスＡの 

訪問介護員等の勤務時間を合計して計算することができる。但し、訪問型サービスＡの従業者のうちの、市の研修修

了者（生活支援ヘルパー）の勤務時間数は含めないこととする。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ責が、完全一致の場合【Ｘ】 及び サ責が別配置（完全別配置）で計算する場合【Ｙ・Z】 

  

サ責（Ａ氏・Ｂ氏・Ｃ氏）＋ 訪問介護員（Ｄ氏・Ｅ氏・Ｆ氏・Ｇ氏・Ｈ氏・Ｉ氏）の総勤務時間 

 ÷ 160（常勤者の週の勤務時間 40時間の場合）≧ 2.5 

 

  ※ 【Ｘ】、【Ｙ・Z】いずれの場合においても同じ取扱いとする。 

 


